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Ⅰ．は じ め に

就学時の健康診断は，市（特別区を含む）町村の教
育委員会が学齢簿を作成し，入学通知を行う就学事務
の一環として，就学予定者の心身の状況を的確に把握
し，保健上必要な勧告，助言を行うとともに，適正な
就学を図るために実施されるものである。

就学時の健康診断の目的は，次のとおりである。

発達障害等の早期発見・早期支援の重要性について
は，﹁発達障害のある児童生徒等への支援について﹂（平
成17年４月１日付け17文科初第211号）等において周
知してきたところであるが，教育再生実行会議第九次
提言（平成28年５月）では，乳幼児健康診査をはじめ，
保健，医療，福祉等の部局と連携を図りながら，就学
時の健康診断や日々の行動観察において発達障害の早
期発見に十分留意し，早期支援に努めることが重要で

あること，また，総務省が実施した﹁発達障害者支援
に関する行政評価・監視﹂の勧告（平成29年１月）に
おいては，発達障害が疑われる児童を発見する取り組
みを行っていない例があることが指摘され，就学時の
健康診断時における発達障害の早期発見の重要性を改
めて周知徹底することが示された。

併せて，近年における就学児童の健康上の問題の変
化，医療技術の進歩，地域における保健医療の状況の
変化，﹁学校保健安全法施行規則の一部を改正する省
令（平成26年文部科学省令第21号）﹂の公布により，
健康診断票に係る規定，健康診断の内容や方法等が改
正されたこと等を考慮し，平成30年３月に﹁就学時の
健康診断マニュアル﹂（公益財団法人日本学校保健会）
が改訂された（図１）。本稿では，その概要を紹介する。

Revision of the Manual about Health Check︲up at the Time of Enrollment
Mie Matsuzaki
文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課健康教育調査官

① 学校教育を受けるにあたり，幼児等の健康上の課題
について保護者及び本人の認識と関心を深めること。

② 疾病又は異常を有する就学予定者については，入学
時までに必要な治療をし，あるいは生活規正を適正
にすること等により，健康な状態もしくは就学が可
能となる心身の状態で入学するよう努めること。

③ 学校生活や日常生活に支障となるような疾病等の疑
いのある者及び視覚障害者，聴覚障害者，知的障害者，
肢体不自由者，病弱者（身体虚弱者を含む），その他
心身の疾病及び異常の疑いのあるものをスクリーニ
ングし，適切な治療の勧告，保健上の助言及び就学
支援等に結び付けること。

図１　就学時の健康診断マニュアル（平成29年度改訂）
（日本学校保健会　平成30年３月）
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Ⅱ．就学時の健康診断の事前準備

就学時の健康診断の対象となる幼児については，日
常の健康観察等による情報はないに等しいので，学校
における定期健康診断とは異なる方法により健康状態
を把握する必要がある。﹁健康に関する調査﹂（図２）
等により，既往歴，予防接種歴，成育歴などの本人の
縦断的情報を得たうえで就学時の健康診断を実施する
ことにより，正確な健康診断を実施することが可能と
なる。

既往歴，予防接種歴，成育歴などの情報収集につい
ては，母子健康手帳などを参照しながら保護者に記入
してもらうとよい。その際，当該幼児や保護者の人権
やプライバシーに配慮する。

また，﹁個別の支援計画﹂などを持っている場合は，
保護者の了解を得て，障害の状態などに関する情報を
得ることも大切である。

Ⅲ．検査項目における方法及び技術的基準

１．栄養状態

幼児期の栄養状態は，食生活，運動，生活リズム，
精神的ストレスなど様々な影響を受けている。食事の
リズムと摂取している食物が適切で，摂取した食物の
代謝が体内の組織や器官において円滑に行われている
かどうかを確認するものであり，栄養不良，肥満傾向，
貧血の有無などを検査する。

２．脊柱及び胸郭の疾病及び異常（四肢の状態を含む）

成長発達の過程にある幼児の脊柱，胸部，四肢，骨，
関節の疾病及び異常を早期に発見する。

３．内科的疾病

内科的疾病や異常を発見し，保健上必要な指導・助
言を行い，必要があれば治療を勧告する。また，すで
に慢性疾患を有する幼児については，就学後も引き続
き健康管理が必要か確認する。

４．視　力

就学時の健康診断における視力検査は，学習に支障
のない見え方であるかどうかの検査である。また，３
歳児の乳幼児健康診査で指摘されなかった弱視を発見
する機会としても重要である。検査は，国際基準に順

図２　健康に関する調査（例）

学校保健安全法施行令
（検査の項目）
第二条
一　栄養状態
二　脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無
三　視力及び聴力
四　眼の疾病及び異常の有無
五　耳鼻咽頭疾患及び皮膚疾患の有無
六　歯及び口腔の疾病及び異常の有無
七　その他の疾病及び異常の有無※1)

※1） その他の疾病及び異常の有無は，知能及び呼吸器，
循環器，消化器，神経系等について検査するものとし，
知能については適切な検査によつて知的障害の発見に
つとめ，呼吸器，循環器，消化器，神経系等について
は臨床医学的検査その他の検査によつて結核疾患，心
臓疾患，腎臓疾患，ヘルニア，言語障害，精神神経症
その他の精神障害，骨，関節の異常及び四肢運動障害
等の発見につとめる。(学校保健安全法施行規則第三条)
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序したランドルト環を使用した単独（字ひとつ）視力
表の0.3，0.7，1.0の視標を使用する。検査の判定は（図３）
のとおりである。眼科への受診を勧める基準は，左右
どちらか片方でも1.0未満（B,C,D）であるものに対し
てである。

５．眼の疾病及び異常の有無

感染性眼疾患の検出に努め，眼瞼，睫毛，結膜，角
膜など外眼部の異常の有無を検査する。また，近年，
年少者にも増加傾向があるアレルギー性結膜炎につい
て指導・助言する。眼鏡・コンタクトレンズ装用者に
ついては，装用状態を検査し，指導する。

また，斜視など眼位異常の有無を検査し，弱視の早
期発見に努めるとともに視機能の低下を予防する。

６．聴　力

難聴は，特に就学前後の年齢では，日常生活や種々
の知識の習得に重大な支障をきたす。この難聴の有
無，その程度を検査するのが聴力検査であり，就学時
の健康診断で聴力の検査を行って難聴を発見し，その
程度に応じて早めに対策を講じることは極めて重要で
ある。

７．音声言語

学校保健安全法施行規則第三条第七項にも，就学時
の健康診断時に﹁音声言語異常等に注意する﹂とあり，
特にその発達途上にある幼児に音声言語の異常の有無
をチェックすることは，就学後の学校生活を充実させ
るためにも重要である（図４）。

なお，音声言語検査は耳鼻咽頭疾患の検査の中で同
時に行う。

８．耳鼻咽頭疾患

就学前の年齢では耳，鼻，咽喉頭の疾患に罹患しや
すく，そのためコミュニケーションや就学後の学習に
直接影響を与える恐れがある。そのことを考慮しなが
ら，日常の行動とともに，諸感覚の発達も合わせて
チェックすることが大切である。

９．皮膚疾患

感染性のある疾患を早期に発見し，集団感染を予防
する。また，学校生活に影響を与え，積極的な治療や
配慮が必要な皮膚疾患を早期に発見し，適切な治療や
対応につなげる。

また，複数の皮下出血や外傷，火傷等の異常な痕跡
を認めた場合は，身体的虐待を考慮して対応する必要
がある。

10．歯及び口腔の疾病及び異常

歯及び口腔に疾病・異常が発生しているか否か，
また，歯及び口腔の形態の発育および機能の発達を
チェックすることにより，これらの疾病や形態・機能
の異常が，これからの学校生活を過ごすにあたって支
障があるかどうかを判断する。検査の判定は，﹁処置
歯﹂，﹁未処置﹂の数，また，処置歯が多数歯あり，な

視
力
の
判
定

使用視欄 判定の可否 判定結果 次の手順 備考（事後措置等）

0.3
判別できない D 終了

視力 B，C，D の場
合は眼科への受診
を報告する。

正しく判別 – 0.7で検査

0.7
判別できない C 終了
正しく判別 – 1.0で検査

1.0
判別できない B 終了
正しく判別 A 終了 受診の勧めは不要

※「正しく判別」とは，上下左右４方向のうち３方向以上を正答した場合をいう。
※「判別できない」とは，上下左右４方向のうち２方向以下しか正答できない場合をいう。

図３　視力判定の手順

図４　音声言語検査のための絵図版
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おかつ CO がみられる場合は，入学時までにう蝕に進
行する可能性が高いため，﹁う蝕多発傾向者﹂として
担当歯科医師所見欄へ記入する。
※﹁う蝕多発傾向者﹂とは，歯冠修復修了歯が，乳歯
３歯以上，または永久歯１歯以上で，かつ CO が検
出されたものとし，保護者に保健指導を行うととも
に地域の歯科医療機関との連携を促す。

11．その他の疾病及び異常（知的障害，発達障害等の発

見について）

知的機能の遅れまたは行動や社会性，コミュニケー
ションなどの発達の課題の背景に知的障害や発達障害
などの障害が想定される場合があることから，就学時
の健康診断においては，その可能性がある幼児に気づ
き，その後の教育相談や医療機関などにつなげること
が大切である。

ただし，知的障害や発達障害の可能性がある幼児に
就学時の健康診断のみで気づくことは困難なことか
ら，教育委員会においては，就学時の健康診断前まで
に，発達に課題があり，特別な支援や配慮を必要とす
る幼児の早期からの気づきに努めることが大切であ
る。そのために，保健・福祉部局と連携をとり，就学
時の健康診断前までに気づき・支援につなげる体制を
構築する必要がある。なお，保護者の理解を得たうえ
で１歳６�月児や３歳児の乳幼児健康診査（母子保健
法第十二条）の情報を関係機関と連携しながら，就学
時の健康診断に活用することも有効である。

面接においては，面接実施要領の具体例を参考にし，
観察等の内容と手順を定め，実施する。

就学時の健康診断面接実施要領（具体例）

〇面接の観点

問題は，幼児に十分理解できるように説明する。ま
た，問題に答える時間は制限しない。ただし，いつま
でも答えられない場合は，適時に次の問題に移る。
１．知的発達に関するもの

問題１から問題５まで（場合によっては問題７まで）
を実施し，知的発達に問題があると思われるかどうか
をみる。
２．言語に関するもの

問題８及び問題９を実施し，ことばに構音の誤りや
歪みまたは吃音があると思われるかどうかをみる。

３．行動や態度，情緒面に関するもの

面接及び観察により，行動や態度，情緒面の課題が
あると思われるかどうかをみる。
４．その他

問題を理解できなかった幼児については別途指導する。

〇面接の具体的内容

１．知的発達に関する面接

問題１から問題５までの中で，理解できない問題が
ある場合は，問題６及び問題７を追加する。

問題１　氏名
問題２　性別
問題３　類推（図５）
問題４　用途
問題５　おはじきかぞえ
問題６　大きさの比較
問題７　遺漏発見（図６）

図５　（問題３）類推

図６　（問題７）遺漏発見
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※知的発達について：問題１から問題７までは，幼児
の発達段階をみる目安として設定したもので，問題
５までができる幼児は，概ね４歳の発達段階を超え
ているといえる。しかし，幼児の発達段階をみるに
は，正確な発達検査や専門医の診断等によらなけれ
ばならない。

２．言語に関する面接

問題８　構音の誤りや歪み等の発見（図７）
問題９　文字への興味関心

３．行動や態度，情緒面に関する面接

面接及び観察により，行動や態度，情緒面に課題の
ある者の発見に努める。
（参考）
・面接時に勝手に立ち上がったり，席を離れたりす

る。
・面接時の質問を聞き返したり，聞き逃したりす

る。
・面接時の順番を守らないなど，他の子供との協調

性が乏しい。
・面接時のやり取りにおいて，一方的だったり，ず

れたりした回答をする。
・視線が合いにくい。
・とても不安そうである。
・吃音やチックがみられる。
・人前で話さない。
※他にも﹁通常の学級に在籍する発達障害の可能性の

ある特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関す
る調査（文部科学省平成24年12月）﹂の項目を参考
にすることも考えられる。

知的障害の疑いのある者をスクリーニングする際に
は，おおよそ４歳児の多くが通過していることででき
ないものがあるか，または，多くの援助が必要である
ことを第一次的な判断基準とする。

また，衣服の着脱，集団生活などの状態を把握し，
教育相談・就学支援が必要であるかどうかを判断する。

発達障害の疑いのある者をスクリーニングする際
は，発達障害等の実態把握の方法等を示した教育支援
資料※2）を参考にしたり，予め保護者等から子供の様
子について実態把握※3）を行い，面接時においてそれ
を参考にしたりして，行動や態度，情緒面等を把握し，
教育相談・就学支援が必要であるかどうかを判断する。
※２）教育支援資料（文部科学省平成25年10月）

（http：//www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/ma-

terial/1340250.htm）
※３）実態把握の具体例：実態把握に際しては，Strengths 

and Difficulties Questionnaire（以下，SDQ）が考えら

れる。

SDQ とは，Goodman 氏によって開発された，子供
の多動・不注意，情緒面，行為面，仲間関係，向社会

図７　（問題８）搆音の誤りや歪み等の発見

図８　SDQ アンケート用紙
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性という行動をスクリーニングするための質問紙法
である。SDQ は，発達障害等の判定のものではなく，
子供の実態を把握し，就学前の相談の糸口になるよう
に活用することが期待できる。多動・不注意は落ち着
きのなさや集中力の短さなどに関する項目，情緒面は
不安の持ちやすさなどに関する項目，行為面は規範意
識の希薄さや指示の入りにくさに関する項目，仲間関
係は子供の集団からの受け入れなどに関する項目であ
る。これらの項目に多く該当すると，子供や保護者等
に対する支援ニーズが高いとされている。また，向社
会性は社会性を示す項目であり，該当する項目が少な
いと，子供や保護者等に対する支援のニーズが高いと
されている（図８）。
※ SDQ は Goodman 氏によって開発されたものであ

るため，アンケート用紙の文言の修正はできない。
【SDQ ホームページ】

（http：//sdqinfo.org/py/sdqinfo/b3.py?language=Japanese）

Ⅳ．就学時の健康診断の事後措置

市町村の教育委員会は，就学時の健康診断を行った
ときは，規則の第一号様式により，就学時健康診断票
を作成しなければならない（学校保健安全法施行令第
四条第一項及び学校保健安全法施行規則第四条）。こ

の規則の第一号様式による就学時健康診断票の作成
は，学校保健安全法第十二条の適切な事後措置につな
がる基本となるものであるので，同票の注意事項を参
照し，的確な記入をすることが必要である。

就学時の健康診断における事後措置では，就学後の
健康診断と異なり，個別に時間をかけて，また継続的
に治療勧告や保健指導等を行うことが困難であるた
め，治療勧告や保健指導の対象とする疾病や異常につ
いては，特に，就学前に治療や保健指導をする必要が
ある者に絞って，事後措置を効果的に行っていくこと
が重要である。

なお，就学時の健康診断において，発達障害を含む
障害の疑いがある場合には，教育相談や就学支援を担
当する部局および保健・福祉部局と連携し，適切に保
護者に対し，教育相談，子育て相談，心理発達相談，
かかりつけ医への相談へ引き継ぐことなどが大切であ
る。
※健康診断の個別の検査項目の意義と検査結果のと

らえ方についてわかりやすくまとめた文書を，健
康診断の結果通知と併せて送付するなどの工夫を
することも，事後措置の効果をあげるには有効で
ある（図９，10）。

図９　視力検査結果の説明（例） 図10　耳鼻咽喉科所見名の説明（例）
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Ⅴ．健康診断結果の活用

市町村の教育委員会は，翌学年の初めから15日前ま
でに，就学時健康診断票を，就学時の健康診断を受け
た者の入学する学校の校長に送付しなければならない

（学校保健安全法施行令第四条第二項）。送付を受けた
学校においては，これを新入学児童の学級の編成，保
健管理，保健指導等に活用する必要がある。
﹁入学する学校﹂とは，市町村立の小学校等以外に，

国立または私立の小学校等，都道府県立等の特別支援
学校も含めて，入学することになった学校である。

就学時の健康診断における健康に関する調査や面接
等で得られた情報を踏まえ，支援の必要性が高い，も
しくはその可能性がある子供については，その結果を
就学先の学校に引き継ぎ，入学後の支援につなげるよ
うに努める。

また，就学時の健康診断の結果に基づき行った受診
勧告や保健指導等の内容については，健康診断票の送
付を受けた学校は整理をして，学校医や学校歯科医等
と連携しながら，学校における保健指導等及び入学後
の健康診断に役立てる。

Ⅵ．お わ り に

﹁就学時の健康診断マニュアル平成29年度改訂﹂の
概要を説明してきたが，就学時の健康診断の意義や位
置付け等を再度確認していただき，このマニュアルの
内容を基に，各教育委員会における就学時の健康診断
等が，適正かつ円滑に実施されることを期待している。

文　　　献

・就学時の健康診断マニュアル（平成29年度改訂）．公益

財団法人日本学校保健会．平成30年３月．
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